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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月３０日 １０時３０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市大島北西方沖  

筑前大島灯台からから真方位３３４°１３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０６.３′ 東経１３０°１７.７′） 

事故の概要 遊漁船大福
だいふく

丸は、左回頭中、また、遊漁船第三末
すえ

吉
よし

丸は、漂泊中、

両船が衝突した。 

第三末吉丸は、釣り客２人が負傷し、左舷船尾部外板に破口等を生

じ、また、大福丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 大福丸、６.６トン 

ＦＯ２－６３２０（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６０ｍ（Lr）×３.３０ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２１.００kＷ、平成５年４月２７日 

第２９０－５８１６１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 第三末吉丸、４.９トン 

ＦＯ３－３２６０１（漁船登録番号）、個人所有 

１２.４５ｍ（Lr）×２.７７ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３３０kＷ、平成９年２月２４日 

第２９０－４９０７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年６月２０日 

免許証交付日 平成２７年２月２３日 

          （平成３２年５月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年６月２０日 

免許証交付日 平成２６年９月８日 

          （平成３２年２月１４日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（釣り客） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、平成２８年

１１月３０日０５時３０分ごろ大島北西方沖の釣り場に向けて宗像市

大島港を出港し、釣り場に到着した後、移動しながら釣りを行った。 

船長Ａは、２回目の釣り場（以下「本件釣り場」という。）を発進

し、移動しながら魚群を探索していたところ、魚群を確認できなかっ

たので、本件釣り場に戻ることとし、北西進を開始した。 

船長Ａは、本件釣り場から移動を始めたとき、付近に他船を認めな

かった上、移動を始めて余り時間が経過していなかったので、前路に

他船はいないものと思い、ＧＰＳプロッターで本件釣り場を確認しな

がら約７～８ノットの対地速力で航行した。 

Ａ船は、船長Ａが、本件釣り場の東方にいることを知り、本件釣り

場に寄せようと左転を開始したところ、間もなく船首方にＢ船を認

め、急いで機関を中立運転としたものの、１０時３０分ごろ南南西に

向首した船首がＢ船の左舷船尾部に衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、Ａ船及びＢ船の航行に支障がないことを確認し

た後、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡し、自力で航行し

て係留地に戻った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、０５時３０

分ごろ大島北方沖の釣り場に向けて宗像市鐘崎
かねざき

漁港を出港し、同釣り

場に到着して移動しながら釣りを行い、１０時２０分ごろ大島北西方

沖の釣り場に到着し、機関を中立運転としてスパンカーを展張し、船

首を南東方に向けて漂泊を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首方に北西進するＡ船を視認し、Ａ船が

左舷船首方約７０ｍ付近で左転し、Ｂ船に向かう態勢となったが、釣

果を聞きに来たものと思い、その様子を眺めていたところ、Ａ船が減

速しないで接近するので、衝突の危険を感じ、急いで機関を全速力前

進に操作したが、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船の左舷船尾部にいた釣り客（以下「釣り客Ｂ１」という。）及び

右舷船尾部にいた釣り客（以下「釣り客Ｂ２」という。）の２人は、Ｂ

船で鐘崎漁港に運ばれた後、車で病院に搬送され、釣り客Ｂ１は、右

膝挫創、右脛
けい

骨骨挫傷、腰椎捻挫、釣り客Ｂ２は、左手挫創とそれぞ

れ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、レーダーを使用していなかった。 
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船長Ｂは、Ｂ船に汽笛が装備されていたものの、吹鳴して注意喚起

をしなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大島北西方沖において、釣り場を移動する目的で北西進

中、船長Ａが、本件釣り場から移動を始めたとき、付近に他船を認め

なかった上、移動を始めて余り時間が経過していなかったので、前路

に他船はいないものと思い、前方の見張りを適切に行っていなかった

ことから、漂泊するＢ船に気付かずに左転し、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、大島北西方沖において、漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船の左舷側

に左転しながら接近するＡ船を見て、釣果を聞きに来たものと思い、

衝突を避けるための動作をとるのが遅れたことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、大島北西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、前方の見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に

気付かずに左転を開始し、また、船長Ｂが、衝突を避けるための動作

をとるのが遅れたため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊している場合でも、他船の動きに注意し、接近する他船に危

険を感じたら、衝突を避けるための動作をとれるよう心掛けてお

くこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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